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特   許

紙媒体の特許登録証の発行中止へ、特許電子出願についてこれらの新たな変更点あり

最近、国家知識産権局は、「電子特許登録証および特許電子出願通知書電子印章に関する事項についての

告知」を発行し、授権公告日が 2020 年 3月 3日（当日を含む）以降の特許電子出願について、国家知識産

権局は、特許電子出願システムを通じて電子特許登録書を発行し、利用者から特別な請求がない限り、紙媒

体の特許登録証の発行を中止することを打ち出した。

国家知識産権局は、電子特許登録証および特許電子出願通知書の電子印章に関する事項について行う業

務を調整し、主な内容は以下の通りである。

1、授権公告日が 2020 年 3 月 3 日（当日を含む）以降の特許電子出願について、国家知識産権局は特許

電子出願システムを通じて電子特許登録書を発行し、紙媒体の特許登録証の発行を中止する。必要に応じ

て、電子出願登録の利用者は、特許電子出願ウェブサイト（http://cponline.cnipa.gov.cn）にて紙媒体

の特許登録証の取得を申請することができる。

2、2020 年 2 月 17 日から、特許出願受理段階の通知書には「国家知識産権局特許出願受理章」を使用せ

ず、「国家知識産権局特許審査業務章」に改める。

3、2020 年 2 月 17 日から、国家知識産権局の特許局、各特許代理機関、及び知的財産保護センター / フ

ァストライツプロテクションセンターは、電子特許出願の通知書と決定の紙媒体副本の提供をとりやめる。

国家知識産権局が既に発行し、記名捺印していない電子文書形式の通知書および決定については、必要に

応じて、電子申請登録の利用者が特許電子申請ウェブサイトを通じて、電子印章が捺印された通知書及び

決定のダウンロードを請求できる。

4、利用者は、特許電子出願ウェブサイトを通じて、電子印章が捺印された電子特許登録証、通知書お

よび決定電子文書をチェックでき、関連する操作プロセスとチェックガイドについては、特許電子出願ウ

ェブサイトのヘルプファイルを参照すること。

国家知識産権局　より

肺炎の発生状況に関する商標業務の処理期限についての問答

党中央委員会、国務院による新型コロナウイルスの感染による肺炎の発生状況を制御する意思決定を遂行

し、肺炎の発生状況の影響を受けた商標当事者の合法的な権利利益を効果的に保護するために、国家知識産

権局は 350号公告を発行した。肺炎の発生状況の影響に関連する商標業務の処理期限に関する質問には、次

のように解答する。

１、どの商標業務に期限の中断を適用できるか？
当事者が手続きを行う商標業務の補正、意見書の応答文の審査、商標の規定費用の納付、同日出願で使

用する証拠と同意書の応答文の提供、3年連続不使用による登録商標の取消に使用する証拠の提供、商標

商   標 
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の異議申立、商標の拒絶査定に対する不服審判、登録不許可に対する不服審判、無効審判の決定に対する

不服審判、不服審判の取消請求、答弁、補足証拠、および無効審判請求の答弁、補足証拠等の商標業務に

おいて、肺炎の発生状況により、当事者が法定期限または指定期限内に提出することができない場合、当

該期限は権利行使の障害が生じた日から中断し、権利行使の障害が取り除かれた日から継続して計算する。

2.「権利行使の障害が生じた日」と「権利行使の障害が取り除かれた日」とは？
権利行使の障害が生じた日とは、当事者が新型コロナウイルスの感染による肺炎で入院、隔離を開始し、

または所在地区の疫病抑制措置により正常に商標業務を行うことができなくなった日をいう。

権利行使の障害が取り除かれた日とは、当事者が新型コロナウイルスの感染による肺炎のための入院治

療、隔離を終了し、または所在地区で操業を再開し、人員のコントロールが終了した日をいう。

今回の肺炎発生の特殊な状況を踏まえ、当事者の権益を最大限に保障するために、当事者に同時に上記

の期間が存在する場合は、当事者に最も有利な期間を権利行使の障害が生じた日と取り除かれた日として

適用する。

3、期限の中断をどのように主張するか？
当事者は、上記商標業務を行う際に、書面による期限中断適用申請書を併せて提出し、申請書には、当

事者が肺炎発生の期間中に所在していた地区、権利行使の障害となった原因、及び原因が取り除かれた期

日を明記し、かつ相応の証明書類を提出する。

４、期限の中断を主張するには、どのような証明書類を提出すればよいか？
当事者は、感染治療、隔離され、又は管理されていた期間等の証明書類を提供しなければならない。た

だし、当事者の所在する地区の政府が公表した操業再開遅延通知を除く。

肺炎の発生状況により影響を受けた当事者の負担を軽減するために、複数案件の同種の業務申請につい

て同じ事由で期限の中断を主張する場合は、証明書類を 1 部だけ提出すればよく、その中の一案件に当該

資料を付して提出し、その他の案件は、期限中断適用申請書に当該証明書類が所在する案件の出願番号の

み記載する必要がある。

５、肺炎の発生状況により適時に商標の更新手続きができなかった場合、どうすればよいか？
当事者が肺炎の発生状況により指定期間内に商標登録の更新申請手続きを行えず、当該商標権を喪失す

る可能性がある場合は、権利行使の障害が取り除かれた日から 2 ヶ月以内に更新申請を提出し、かつ解答

4を参照して相応の証明資料を添付することができる。

国家知識産権局　より
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